
食料・農業・農村基本法の改正に向けた動向について

１ 背景

〇 （以下「基本法」という ）は、農政の基本理念や政策の食料・農業・農村基本法 。

方向性を示す法律として、 に制定平成11年

食料安全保障上のリス〇 制定から約20年が経過し、世界的な食料情勢の変化に伴う

や、 、海外市場の拡大等、我が国の農業を取り巻クの高まり 地球環境問題への対応

想定されなかったレベルで変化く情勢が制定時には

〇 このような情勢の変化を受け、令和４年９月から、国において基本法の検証と見

直しに向けた議論が開始

２ 課題（現行法の制定時からの変化）

輸入リスク(必要な〇 世界的な人口増加、気候変動の影響に伴う生産の不安定化等、

食料をいつでも安価に調達できる訳ではない状況)が顕在化

コストが上昇しても思うように価格転嫁ができない〇 価格競争が長期化する中で、

等、食料システムの持続性の観点からリスクが増大

農業が有する持続可能性へのマイナスの影響に対〇 地球温暖化、生物多様性など、

する国際的な議論の進展と関心の高まり

農業・農村で人口減少の影響が先行して顕著〇 国内人口が減少局面に転じる中で、

化

中山間地域等を中心に、農地や用水路等の保全・管理〇 農村の集落機能が低下し、

が困難化

３ これまでの検討状況

〇 国が設置した「食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会」において、有識者

による議論が行われ、令和５年６月に中間取りまとめ、９月に最終とりまとめ

食〇 令和５年６月、政府の「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」において、

料・農業・農村基本法の見直しの方向を取りまとめ

４ 今後のスケジュール

〇 来年の通常国会へ基本法の改正法案が提出される見通し
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